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令和８年５月２８日現在 

 

小金井市子どもの居場所づくり事業補助金について（よくある質問）  

 

※網かけが今回更新したものです。  

 

【共通】 

 

Ｑ 今年度の補助対象期間はどのようになりますか。  

Ａ  令和８年４月１日から令和９年３月３１日までに実施する予定の子ど

もの居場所づくり事業が補助対象となります。申請については市ホームペ

ージ等でお知らせしますが、補助対象団体の場合には令和８年４月１日に

遡及して補助対象となります。 

 

Ｑ 個人での運営に対して補助金はもらえるのでしょうか。  

Ａ 個人の運営は対象外です。５人以上で構成されている団体に対しての補

助となります。  

 

Ｑ ５人以上で構成されている団体ということですが、事業実施当日は１人

で行っても構いませんか。  

Ａ 個人の運営は対象外です。児童の見守りという観点からも必ず複数人で

実施するようにしてください（１人の時間帯はないようにお願いします。）。

また、年間を通して団体員のすべてが事業実施に携わるようにしてくださ

い。 

 

Ｑ 今回の事業実施に当たり、団体を設立する予定のため、市が適当と認め  

る地域活動又は子ども・子育ての支援に資する活動等の実績に該当するも

のがありません。今年度の補助申請はできないのでしょうか。  

Ａ 今回設立する団体のメンバーが、他の団体のメンバーとしての地域活動

又は子ども・子育ての支援に資する活動等の実績（市外を含む。）があれ

ば問題ありません。  
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Ｑ 今回の事業実施に当たり、団体を設立する予定ですが、今回設立する団

体のメンバー全員に対し、他の団体のメンバーとしての地域活動又は子ど

も・子育ての支援に資する活動等の実績が必要でしょうか。  

Ａ ５人以上で団体が構成されることを鑑み、少なくとも３人の実績は必要

となります。 

 

Ｑ 市が適当と認める地域活動又は子ども・子育ての支援に資する活動等の

実績はどのくらい必要ですか。  

Ａ おおむね６か月以上の実績が必要ですが、市では子どもの居場所事業を

長期的に継続できるかどうかを総合的に判断させていただきますので、個

別にお問合せください。  

 

Ｑ  本補助金の活用に際し、実績を作るにはどのような方法がありますか。 

Ａ 市内で活動されている団体のお手伝いや、試行期間として補助金を活用

せずに独自で実施するなどの方法が考えられます。  

 

Ｑ 市内で活動されている団体の情報はどこで確認できますか。  

Ａ 市では、子育てに関する総合冊子「小金井市みんなで子育て応援ブック

のびのびこがねいっ子２０２６」を発行し、市内公共施設へ配架するとと

もに、市ホームページにも掲載しておりますので、そちらで御確認くださ

い。併せて、小金井子育て・子育ち支援ネットワーク協議会が運営するサ

イト「えにえに」も御活用ください。  

 

Ｑ 子ども食堂等の取組にあっては取組１回当たり２万円、１か所当たり年

間４８万円を上限とし、学習支援の居場所又は自由な居場所の取組にあっ

ては取組１回当たり５千円又は１万円とし、１か所当たり年間２４万円を

上限とするとありますが、１か月当たりの上限回数はありますか。 

Ａ 子ども食堂等については１か月当たり２回まで、学習支援の居場所又は

自由な居場所については、１回当たり１万円の場合は１か月当たり２回ま

で、１回当たり５千円の場合は１か月当たり４回までが補助対象となりま
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す。 

 

Ｑ  学習支援の居場所又は自由な居場所の取組にあっては取組１回当たり

５千円又は１万円とありますが、開催月や開催回によって変更することは

できますか。 

Ａ １年間を通して、１回当たり５千円又は１万円のどちらかを選択してい

ただく必要がありますので、そのような変更はできません。  

 

Ｑ １か所で複数の補助対象事業を行うことは可能ですか。また、その場合

はそれぞれ補助対象となりますか。  

Ａ 事業を行うことは可能ですが、それぞれ補助対象とする場合は別日に開

催するようにしてください。  

 

Ｑ １つの団体で複数の拠点での事業実施を考えています。それぞれ補助対

象となりますか。  

Ａ １つの団体につき、１つの拠点で行っていただくことを想定しているた

め、事業実施は構いませんが、補助対象は１団体の扱いとなります。  

 

Ｑ 異なる団体が、同日に同じ場所で事業を実施することは可能でしょうか。 

Ａ 仮に実施時間帯が異なる場合でも別日の開催としてください。  

 

Ｑ 屋外で子どもの居場所事業を行うことは可能でしょうか。  

Ａ 天候に左右されることなく（荒天を除く。）、年間を通じて申請する事

業の実施場所において事業を行っていただく必要があるため、そのあたり

を考慮の上、御検討ください。  

 

Ｑ オンラインの居場所は補助対象になりますか。  

Ａ 恐れ入りますが、補助対象外となります。 

 

Ｑ 事故発生時の対応のため保険に加入することとありますが、どのような

保険に加入すればよろしいですか。  
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Ａ 行事保険（傷害補償、賠償責任補償）を推奨しています。ただし、各団

体が実施する事業内容はそれぞれ異なるため、補償の範囲及び補償額につ

いては小金井市子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱に規定する「事

故発生時の対応のため保険に加入すること。」という文言を鑑み、各団体

において御判断の上、加入するようにしてください。  

 

Ｑ 保険に未加入だった場合、補助対象になりますか。  

Ａ 保険に未加入だった期間は補助対象外となりますので、必ず保険に加入

するようにしてください。当初申請又は実績報告時にすべての開催回につ

いての保険加入を確認しますので、加入漏れに御注意ください。  

 

Ｑ 食材を運搬した際のレンタカー代は補助対象になりますか。 

Ａ 運搬に要する経費として、実施回当日及びその前までに利用したレンタ

カー代（車両の賃借料）は補助対象となります。ただし、スタッフが買付

の際に公共機関やタクシー等を利用した際の運賃は対象外ですのでご注

意ください。 

また、インターネット等で購入した物品の配送料は通信運搬費として補

助対象になりますのでご利用ください。 

 

Ｑ 申請方法を教えてください。  

Ａ 市ホームページ等でお知らせする予定です。 

 

Ｑ 申請書類の提出方法を教えてください。  

Ａ 提出期限までに子育て支援課窓口（市役所第二庁舎３階）へ御持参いた

だくか郵送にて御提出ください。なお、郵送の場合には余裕をもって御手

続ください。また、申請書類には印鑑が不要なため、電子データでの提出

も可能です。 

 

Ｑ 申請書類は手書きでもよろしいでしょうか。  

Ａ 市ホームページに手書き用と入力用を御用意しておりますので、手書き

でも構いません。申請しやすい方をダウンロードの上、御活用ください。 
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Ｑ 自宅にパソコン等がなく、申請書をダウンロードすることができません。

申請書類をいただくことは可能でしょうか。 

Ａ 市の窓口でお渡しすることも可能です。  

 

Ｑ 申請期間終了後に新規で子どもの居場所づくりを始める予定です。その

場合の申請はどのようにしたらよろしいでしょうか。  

Ａ 今年度の申請期間は１回のみの予定です（その後の申請ができません。）

ので、不確定の場合にも提出期限までに仮申込みをするようにしてくださ

い。 

 

Ｑ 昨年度も本事業の補助金を申請しました。提出書類を省略できるものは

ありますか。 

Ａ 年度ごとの申請となりますので、恐れ入りますが、毎年度提出をお願い

します（省略できる書類はございません。）。 

 

Ｑ  補助申請団体による補助申請額の合計額が現行の予算額を上回った場

合にはどのようになりますか。  

Ａ 市議会での御議決が必要となりますが、補正予算に計上するなど、適切

に対応してまいります。  

 

Ｑ 補助金はいつごろ支払われるのでしょうか。また、支払方法はどのよう

になりますか。  

Ａ 当初、交付決定団体の指定する金融機関口座へ振り込みにて行い（一旦

概算払いをし、令和９年３月までの事業実施後に返還金が生じる場合には、

令和９年４月中に返還金を請求させていただき、指定の金融機関にて手続

きを行っていただくことになります。  

 

Ｑ 実績報告に当たり、どのような資料が必要でしょうか。  

Ａ 支出の裏付けとしてレシート等の提出が必要となりますので、実績報告

時まで大切に保管してください。なお、領収証でも構いませんが、補助対
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象経費かどうかの確認のため、購入した商品等の内容が分かるようにして

ください。 

 

Ｑ 実績報告時、領収証やレシートについては、各回に分けて提出しますか。 

Ａ 各回の支出につきまして、領収証やレシートと突合して確認しますので、

各回に分けて台紙等に張り付けた上で提出してください。なお、提出され

た書類の返却はできませんので、控えが必要な場合には必ず写しをとるよ

うにしてください。  

 

Ｑ 領収証やレシートについて、補助対象経費として認められるための日付

等の条件はありますか。  

Ａ 補助対象経費として認められるためには、実施日もしくはそれ以前の日

付（当該年度中に限る。）の必要があります（実施日の翌日以降の日付の

ものは認められません。）。また、子ども食堂における生鮮食品の購入に

ついては、新鮮な物を御提供していただくため、可能なかぎり当日が望ま

しいと考えています。 

 

Ｑ ポイント利用をして値引き及び割引となった場合、対象経費はどうなり

ますか。 

Ａ ポイント利用後及び割引後の金額が対象経費となります。  

 

Ｑ  子ども又はその保護者で１０人以上を対象とする規模で実施すること

とありますが、登録者名簿又は参加者名簿の提出は必要でしょうか。  

Ａ 補助金の交付申請及び実績報告時には人数のみ（児童、児童の保護者別）

の提出とし、登録又は参加者名簿（個人の判別ができればニックネーム等

でも可。）の提出までを求めることはありませんが、参加者が１０人未満

のケースが続いた場合には提出を求めることもありますので、必ず管理し

ておくようにお願いします（令和８年度については、令和８年４月実施以

降分について令和９年５月末日まで保管してください。）。なお、本内容

は本補助要件に関するものであり、各団体において加入される保険の内容

等により、個人情報の項目（氏名、住所、連絡先等）を聴取する場合は保
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管年限等含めて適切な管理をお願いします。また、参加者が１日平均５人

以下の月があった場合には、次回開催前までに改善計画書を提出していた

だき、改善を求めるものとします。  

 

Ｑ  補助金の交付申請時にはどのような研修を受講するか決めておりませ

ん。研修費はどのように見積ればよろしいでしょうか。  

Ａ 研修費（交通費を含む。）は事業の実施回数に合わせて、その上限額の

範囲内で認められるものとなりますので、まずは本体事業の実施回数に合

わせて申請を行い、実績報告時に対象経費に含められそうな場合には含め

るような対応をお願いします。  

 

Ｑ 同種の人件費（１人当たりの単価）は、開催する回によって変えてもよ

ろしいでしょうか。  

Ａ  同額にしてください。ただし、事業の実施時間が長くなった場合など、

何らかの理由があった場合に限り、認めるものとします。  

 

Ｑ 補助基準額中、補助対象経費である人件費と事業費のどちらに比重を置

けばいいですか。  

Ａ  できるだけ多くの子どもたちを受け入れる事業を実施していただきた

いので、事業費を優先してください。  

 

Ｑ  補助対象団体には市が指定する連絡会に年１回以上参加することとい

う条件がありますが、いつ頃開催されますか。  

Ａ 毎年、市ホームページ等でお知らせいたしますので、確認するようにお

願いします。なお、今年度は令和８年５月１日（金）に開催しました。  

 

Ｑ 市が指定する連絡会の出席者は代表者（責任者）に限定されますか。  

Ａ 代理の方でも構いませんが、出席が補助要件となりますので、必ず団体

のどなたかの御参加をお願いします。  

 

Ｑ 職員に対し、虐待の未然防止・早期発見に係る研修等を年１回以上実施
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することとありますが、どのようなことをすればいいのでしょうか。  

Ａ 市が指定する連絡会において、団体の代表者（出席者）の方に対し、虐

待の未然防止・早期発見に係る研修等を実施しますので、その研修内容を

参考に研修等を実施してください（参考資料：①都ＨＰ「虐待に気づくた

めのチェックリスト、②東京ＯＳＥＫＫＡＩ化計画ＨＰ「体罰などによら

ない子育てハンドブック」）。 

 

Ｑ 団体内の虐待の未然防止・早期発見に係る研修等を市職員が行っていた

だくことは可能でしょうか。  

Ａ 団体のどなたかに行っていただきますが、研修実施に際し、わからない

こと等がございましたら市へ御相談ください。  

 

Ｑ 子どもは何歳までを指しますか。  

Ａ 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６条第１項に規定

する子どもとなり、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間に

ある方を指します。  

 

Ｑ 子どもに限らず、高齢者が参加することも可能でしょうか。  

Ａ 本補助事業は子どもとその保護者が対象になりますので、子どもの保護

者であれば、高齢者の方も参加可能です。  

 

Ｑ  対象者を子ども又はその保護者に限定せずに補助対象にしていただけ

ないでしょうか  

Ａ 本補助事業は令和３年８月９日付けで小金井市子ども・子育て会議から

小金井市長宛てに「子どもの居場所部会審議内容の報告」をいただき、市

が同年９月１５日付けで「  小金井市子どもの居場所づくりの推進に関す

る指針」を定め、令和４年度から開始した事業となります。小金井市子ど

もの居場所づくり事業補助金交付要綱第１条に示しているとおり、子ども

の居場所づくりの推進を目的としておりますので、補助事業の趣旨を御理

解ください。 
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Ｑ  子どもからの相談に応じるとともに、子どもの生活状況の把握に努め、

必要に応じてニーズに対応した関係機関と連携を図ることとありますが、

実施方法などの要件はありますか。  

Ａ 子どもの生活状況の把握とは、自然な形のコミュニケーションを通じて、

目視や聞き取りにより把握していただくことを想定しています。なお、家

庭の状況を記録した報告書の作成までを求めるものではありません。  

 

Ｑ 補助対象事業は年間を通じて月に１回以上とありますが、開催できない

月があった場合は申請できないのでしょうか。  

Ａ 子どもの安全が確保できない場合（食中毒の恐れ、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大、インフルエンザの流行等）や、お盆や年末年始などの

長期休暇により参加者が十分に確保できない場合は開催できない月があ

っても構いません。ただし、その際にはそのことを証する書類（任意の様

式での理由書）を提出してください。  

 

Ｑ  子ども又はその保護者１０人以上を対象とする規模で実施することと

ありますが、結果的に１０人以上集まらなかった場合に補助を受けること

はできるのでしょうか。 

Ａ 開催周知の段階で１０人以上定員としていれば足りるものとし、実際に

１０人を下回っても構いません。ただし、１日平均５人以下の月があった

場合は団体に事業改善計画書を提出していただきます。  

 

Ｑ ２時間以上開催とありますが、参加した子どもが２時間未満で帰ってし

まった場合は補助対象になりますか。  

Ａ 補助対象事業を２時間以上開催していれば、参加者が２時間未満で帰っ

てしまっても差し支えありません。ただし、それぞれの居場所となれるよ

うに積極的な居場所づくりに向けた取組を進めてください。  

 

Ｑ 絵本やボードゲームは対象経費になりますか。  

Ａ 対象経費（消耗品費）になります。原則として、１万円未満の複数人で

遊べる玩具とします。  
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Ｑ 事業の実施に当たり、人件費はどのくらいで見ればいいですか。  

Ａ 人件費については、無償の場合もあれば、有償の場合もあると思います

ので、各団体で御検討いただくことになります。なお、有償の場合は、団

体の構成員が５人以上であることを鑑み、１回当たり 10,000 円 /５人＝

2,000 円/人以内を想定しています。  

 

Ｑ 交通費は、どのようなものが補助対象になりますか。  

Ａ 研修受講の際の会場までの交通費を想定しており、補助対象団体スタッ

フやボランティアスタッフ、外部講師が子ども食堂や学習支援の居場所、

自由な居場所事業の実施場所まで行くための交通費や材料を調達する際

の交通費は対象外となります。  

 

Ｑ 研修費の補助基準額はどのようになりますか。  

Ａ 研修は各補助対象事業に関係するものに限りますが、各補助対象事業に

係る補助上限額の範囲内で補助するものとします。  

（具体例） 

① 子ども食堂を月２回、年２４回実施し、年間支出が４６万円だった

場合→４８万円－４６万円＝２万円の範囲内で補助  

② 年度途中の８月から子どもの学習支援を月１回、年８回実施し、年

間支出が７万５，０００円だった場合→８万円－７万５，０００円＝

５，０００円の範囲内で補助  

 

Ｑ 仮に事業の実施場所が月決めの賃貸だった場合、本補助対象事業の実施

に際し、日割り計算で補助対象経費にすることは可能でしょうか。  

Ａ 日割及び時間割計算を行うとともに、事業の実施場所が賃貸物件の一部

の場合には面積按分を行っていただく必要がありますので、そのようなこ

とが可能な場合には補助対象経費に含めて構いません。なお、その場合に

は根拠資料（賃貸料、面積がわかるものを含む。）を併せて御提出くださ

い。 
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【子ども食堂】  

 

Ｑ 飲食店を経営していますが、休業日に子ども食堂を開催する場合、補助

対象となりますか。  

Ａ 飲食店としての申請は、営利を目的とした団体となり、できません。飲

食店の経営活動と切り離したボランティアグループとしての活動であれ

ば申請は可能です。また、株式会社、有限会社などの会社組織も同じく営

利を目的とする団体なので対象となりません。会社経営と切り離したボラ

ンティアグループとしての活動であれば、申請は可能です。  

 

Ｑ 子ども食堂を実施しようと考えています。どのような準備が必要ですか。 

Ａ 子ども食堂の開設前に管轄の保健所に相談し、指導・助言を求めてくだ

さい。また、参加者のアレルギーの有無を確認してください。  

 

Ｑ 栄養バランスの取れた食事とありますが、例外としてどのようなことが

想定されますか。  

Ａ コンビニ弁当や市販の総菜のみの食事は、子ども食堂の食事として適切

とは言えません。一方で、必ずしも提供するすべての食事が直接調理であ

る必要はなく、メニューの一部として市販の総菜を提供することは差し支

えありません。また、配食・宅食による取組において提供する食事は、子

ども食堂で調理した栄養バランスの良いものが望ましいですが、購入した

弁当や寄附等により確保した食材でも構いません。  

 

Ｑ 子どもたちが器を持ち、いくつかの飲食店を回って料理を盛ってもらう

形で子ども食堂を行うことは可能でしょうか。 

Ａ  いくつかの飲食店の厨房を使用して料理の提供をするために飲食店を

回る必要がある場合には、衛生管理や事故防止の観点からボランティアグ

ループのスタッフが行い、事業の実施場所において子どもたちに食事を提

供するようにしてください。  

 

Ｑ 利用者・参加者から食事代をいただく場合の地域の実情を教えてくださ



12 

 

い。 

Ａ 市内の子ども食堂では、子どもは無料になっています。子どもの保護者

についてですが、無料のところもあると聞いていますが、料金設定する場

合も実費負担相当額の一人当たり 500 円以下にしているようです。また、

料金設定せず、カンパなどにしているところもあるようです。  

 

Ｑ 子ども食堂については１回当たり 20,000 円の補助となっていますが、

使途の条件等はありますか。  

Ａ 令和６年度、物価高騰を鑑み、１万円から２万円へ増額したところであ

り、増額分の１万円については食材費に充てるようにしてください（各回

10,001 円以上を食材費に充ててください。令和６年４月１０日付通知。連

絡会で説明済。）。  

 

【学習支援の居場所】  

 

Ｑ 学習塾を経営していますが、休業日に自主学習を支援する居場所づくり

を実施する場合、補助対象となりますか。  

Ａ 学習塾としての申請は、営利を目的とした団体となり、できません。学

習塾と切り離したボランティアグループとしての活動であれば申請は可

能です。また、株式会社、有限会社などの会社組織も同じく営利を目的と

する団体なので対象となりません。会社経営と切り離したボランティアグ

ループとしての活動であれば、申請は可能です。  

 

Ｑ  小金井市子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱第４条第３項第３

号に原則として利用料を徴収しないこととありますが、どのような場合に

利用料の徴収が認められますか。  

Ａ 子ども食堂に準じ、本補助金を活用する場合には、子どもは無料にして

ください。ただし、特定の回に限り利用料の徴収が必要な場合には、実費

負担相当額（一人当たり）の範囲内で認めるものとします。なお、子ども

の保護者については、必要に応じて実費負担相当額（一人当たり）を徴収

したり、料金設定せず、カンパなどを行っても構いません。 
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【自由な居場所】  

 

Ｑ レンタルスペースを経営していますが、休業日に子どもが自由に過ごす

ことができる居場所づくりを実施する場合、補助対象となりますか。  

Ａ レンタルスペースとしての申請は、営利を目的とした団体となり、でき

ません。レンタルスペースと切り離したボランティアグループとしての活

動であれば申請は可能です。また、株式会社、有限会社などの会社組織も

同じく営利を目的とする団体なので対象となりません。会社経営と切り離

したボランティアグループとしての活動であれば、申請は可能です。  

 

Ｑ 子どものための自由な居場所とは、どのようなものを指しますか。  

Ａ 市の方から具体例をお示しすることはありませんので、団体の皆様の自

由な発想により、いろいろな子どもの居場所を作ってください。なお、令

和３年９月１５日付けで「小金井市子どもの居場所づくりの推進に関する

指針」を定めておりますので、参考にしてください。また、当該補助事業

に該当するかどうかの確認が必要な場合には、事前に市役所まで御相談く

ださい。 

 

Ｑ  小金井市子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱第４条第３項第３

号に原則として利用料を徴収しないこととありますが、どのような場合に

利用料の徴収が認められますか（【学習支援の居場所】と重複）。 

Ａ 子ども食堂に準じ、本補助金を活用する場合には、子どもは無料にして

ください。ただし、特定の回に限り利用料の徴収が必要な場合には、実費

負担相当額（一人当たり）の範囲内で認めるものとします。なお、子ども

の保護者については、必要に応じて実費負担相当額（一人当たり）を徴収

したり、料金設定せず、カンパなどを行っても構いません。 


